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○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
）

改

正

現

行

（
側
方
照
射
灯
）

（
側
方
照
射
灯
）

第
三
十
一
条

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車

第
三
十
一
条

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
三

で
あ
っ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て
車
両
総

十
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
四
条
、
第
百
二
十
二
条
及
び
第
二
百
条
の
規
定
に
か

重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
並
び
に
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
専
ら

か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て
乗
車
定
員
十
人
未
満
の
も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す

一

自
動
車
の
両
側
面
の
前
部
に
は
、
側
方
照
射
灯
を
一
個
ず
つ
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
自
動
車
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
両
側
面
の
前
部
に
側

方
照
射
灯
を
一
個
ず
つ
備
え
る
場
合
に
は
、
保
安
基
準
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示

第
四
十
四
条
、
第
百
二
十
二
条
及
び
第
二
百
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

二

側
方
照
射
灯
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

側
方
照
射
灯
の
光
度
は
、
五
千
カ
ン
デ
ラ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

側
方
照
射
灯
の
光
度
は
、
五
千
カ
ン
デ
ラ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

側
方
照
射
灯
は
、
方
向
指
示
器
が
作
動
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
方
向
指
示
器
が
方
向
を

ロ

側
方
照
射
灯
は
、
方
向
指
示
器
が
作
動
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
方
向
指
示
器
が
方
向

指
示
し
て
い
る
側
の
も
の
の
み
が
点
灯
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

を
指
示
し
て
い
る
側
の
も
の
の
み
が
点
灯
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

側
方
照
射
灯
は
、
そ
の
照
射
光
線
の
主
光
軸
が
、
取
付
部
よ
り
四
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
先
の
地
面

ハ

側
方
照
射
灯
は
、
そ
の
照
射
光
線
の
主
光
軸
が
、
取
付
部
よ
り
四
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
先
の
地

を
照
射
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
付
部
よ
り
後
方
の
地
面
、
左
側
に
備
え
る
も
の
に
あ
っ

面
を
照
射
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
付
部
よ
り
後
方
の
地
面
、
左
側
に
備
え
る
も
の
に

て
は
取
付
部
よ
り
右
方
の
地
面
、
右
側
に
備
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
取
付
部
よ
り
左
方
の
地
面
を

あ
っ
て
は
取
付
部
よ
り
右
方
の
地
面
、
右
側
に
備
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
取
付
部
よ
り
左
方
の

照
射
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

地
面
を
照
射
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

側
方
照
射
灯
の
灯
光
の
色
は

白
色
又
は
淡
黄
色
で
あ
り

そ
の
す
べ
て
が
同
一
で
あ
る
こ
と

ニ

側
方
照
射
灯
の
灯
光
の
色
は
、
白
色
又
は
淡
黄
色
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
同
一
で
あ
る
こ

、

、

。

と
。

五

側
方
照
射
灯
は
、
そ
の
照
明
部
の
上
縁
の
高
さ
が
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
の
上
縁
を
含

ホ

側
方
照
射
灯
は
、
そ
の
照
明
部
の
中
心
の
高
さ
が
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
の
中
心
を

む
水
平
面
以
下
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

含
む
水
平
面
以
下
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六

側
方
照
射
灯
の
照
明
部
の
最
前
縁
は
、
自
動
車
の
前
端
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
に
あ

ヘ

側
方
照
射
灯
の
照
明
部
の
最
前
縁
は
、
自
動
車
の
前
端
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
に

る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

七

側
方
照
射
灯
の
取
付
部
は
、
照
射
光
線
の
方
向
が
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
容
易
に
く
る
わ
な
い

ト

側
方
照
射
灯
の
取
付
部
の
構
造
は
、
イ
か
ら
ヘ
に
規
定
す
る
ほ
か
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第

構
造
で
あ
る
こ
と
。

一
号
ニ
の
基
準
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
五
号
中
「
上
縁
」
に
つ
い
て
は
「
中
心
」
に
読
み
替
え
て
適
用

す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


